
【参考】耕作放棄地対策に係る法的措置と予算措置の連携
「平成の農地改革」及び耕作放棄地再生利用緊急対策等により、以下の取組を推進。
【法的措置】
○ すべての遊休農地を対象とし、農業委員会の調査や農業者等からの申出により利用状況を把握し、農地の有効利用を徹底。
○ 所有者等に対する指導から、通知、勧告までの手続を農業委員会が一貫して実施。
【予算措置】
○ 耕作放棄地の再生・利用の取組に対する支援を実施するとともに、関連施策等を必要に応じて活用することで、農業上の利
用を推進。

農業委員会が、管内の農地が適正に利用されているか調査

農業委員会が所有者等に対して、農地をきちんと利用するよ
う指導

農業委員会が遊休農地であることを通知

遊休農地の所在が判明

指導に従わない場合

所有者が
不明な場合

所有者等が農地をきちんと利用することを具体的に示した計
画書を提出

農業委員会が所有者等に対して、誰かに貸すなど必要な措
置をとるよう勧告

計画書が不適切な場合等

指導対象農地のうち①については、農業委員会が遊休農地を
利用したい者に利用できるよう協議を行う。

勧告に従わない場合

指導対象農地
① 現に耕作されておらず、今後も耕作されない
と見込まれる農地
② 周辺の農地と比べて低利用となっている農地 利

用
希
望
者
が
遊
休
農
地
を
解
消

（連携）

予算措置（耕作放棄地再生利用緊急対策等）予算措置（耕作放棄地再生利用緊急対策等）

１ 耕作放棄地の利用者を確保

• 周辺農家等の意向調査、農地利用調整、導入作物・販路の検
討等

２ 耕作放棄地の再生活動を支援

耕作放棄地対策協議会を設置

法的措置（「平成の農地改革」）法的措置（「平成の農地改革」）

農業委員会
が遊休農地
である旨公告

都道府県知事が、裁定により、その者が利用できるよう措置

協議が不成立の場合等

利用希望者
は、都道府県
知事に裁定を
申請

②施設等補完整備に対する支援（補助率1/2等）
用排水施設、鳥獣被害防止施設、直売所・加工施設、
市民農園、農業用機械・施設等の整備

①再生利用活動に対する支援
・障害物除去・深耕・整地等荒廃の程度に応じ、
３万円/10a又は５万円/10a 等 （取組初年度）
・土壌改良
２．５万円/10a（最大２年間）
・営農定着（水田等有効活用促進交付金の対象作物を除く）
２．５万円/10a（１年間）
・就農研修（定額）
農業法人等実践研修、IJUターン等就農研修実施
・経営展開（定額）
経営相談・指導、実証ほ場の設置・運営、マーケットリサーチ、
加工品試作、試験販売等

活動内容
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旧（農業経営基盤強化促進法に基づく措置） 新（改正農地法に基づく措置 （案） ポ イ ン ト）

○法的措置の対象を要活用農市町村が要活用農地を基本構想に位置づけ

地から全ての農地に農業委員会による農地の利用状況調査

（第30条第1項・第2項）

○農業委員会が農地の利用状

況を常に把握

○不耕作状態等の農地がある農業関係団体・農業者からの申出（ ）第31条

場合には、農業者等から農

業委員会に対して調査等を

農業委員会による指導 農業委員会による指導 求めることが可能

（第30条第3項・第4項）

○指導、通知・公告、勧告等

の実施主体について市町村農業委員会から市町村長に次の特定遊休農地で

長から農業委員会に一元化ある旨の通知の要請

による特定遊休農地である旨の による遊休農地である旨の市町村長 農業委員会

（第32条）通知・公告 通知・公告

農業委員会・所有者等は遊休農地の利用計画を へ ・所有者等は遊休農地の利用計画を市町村長

（第33条）届出 へ届出

・ による利用計画に対する勧告 ・ による利用計画に対する勧告市町村長 農業委員会

（第34条）

農業・利用希望者への利用権設定等について、 ・利用希望者への利用権設定等について、市町

（第35条）村長から所有者等へ協議の通知 から所有者等へ協議の通知委員会

・(協議不調の場合)都道府県知事による調停 ・(協議不調の場合)都道府県知事による調停

（第36条）

都道府県知事による裁定 都道府県知事による裁定（利用希望者への特定 ○所有者が判明しない場合で

（利用希望者への特定利用権の設定） 利用権 も利用する権利の設定可能又は所有者が不明の場合の遊休農地を利

（第37条～第43条）用する権利の設定）

・市町村長による営農への支障除去の措置命令 ・市町村長による営農への支障除去の措置命令

（第44条第1項・第2項）

・市町村長による代執行 ・市町村長による代執行

（第44条第3項～第5項）

耕作放棄地に係る法的措置の新旧比較
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